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                             令和８年３月２７日 

監 査 委 員 決 定 

令和８年度昭島市監査基本計画 

 

 

１ 計画の目的 

  この計画は、昭島市監査基準（令和２年告示第１号）に基づき、監査委員が行う監

査、審査、検査等が効率的かつ効果的に実施できるよう必要な事項を定めることを

目的としています。  

 

２ 監査委員の役割 

監査委員は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）に定められた独立の機関です。

公正不偏の立場から監査を行い、自治体の公正で効率的な行財政運営の確保を        

責務としています。令和８年度の一般会計予算は、本市の地域特性を活かし各種施

策を積極的に推進し、多様性と意外性のある楽しいまちづくりを目指すとともに、

業務の再構築やデジタル技術の活用等により住民福祉の向上と持続可能な行財政運

営の確立を図ることを基本として編成されました。市財政を取り巻く環境について、

歳入面では、所得環境の改善などを受け、市税や地方消費税交付金をはじめとする

一般財源額の増を見込んでいます。一方、歳出面では、労務単価の上昇などによる

経常経費の増に加え、物価高騰対策事業や、子育てしやすいまちづくりを推進する

子育て支援関連事業、スポーツ施設の整備といった喫緊の課題を克服していくこと

が求められています。これらの財政需要を歳入の増加のみで吸収することは困難で

あり、財政調整基金の取崩しによる財源補填を余儀なくされるなど、本市の財政状

況は依然として大変厳しい状態が続くと予測されます。 

こうした状況においても、地球環境や社会構造の変化を踏まえ戦略的視点を持っ

て行政課題に取り組み、昭島市総合基本計画における後期基本計画への展望を視野

に、将来都市像「水と緑が育む ふるさと昭島」の実現に向けて、着実に各種施策

を進めていく予算概要となっています。 

監査委員は、本市の健全で持続可能な行財政運営の維持と市政へのより一層の信

頼確保に資するため、昭島市監査基準に基づき、市政が公正で効率的に行われ、市

民福祉の増進が図られるよう、引き続き、市民の視点に立った行財政運営のチェッ

ク機関としての役割を果たしていきます。 

 

３ 基本方針 

監査等は、次の基本方針に基づき実施します。 

(1)  本市の事務事業について、正確性や法令等に則して適正に執行しているかと
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いう合規性、最少の経費で最大の効果をあげているかという経済性、効率性、

さらには、所期の目的を達成しているかの有効性の観点からも検証し、必要に

応じて問題点を指摘して改善を求めるなど、事務事業実施が市民福祉の増進へ

とつながるよう監査を行います。 

(2)  事業におけるリスクの重要度を踏まえた上で監査の重点化を図り、効率的か

つ効果的な監査を実施します。 

(3)  監査結果など監査等に関する情報について、ホームページ等を活用し市民に

的確に公表します。 

（4） 監査結果及びその結果に基づく改善状況を把握し、監査等の実効性を確保し

ます。併せて、改善措置について庁内へのフィードバックを行い、事務の適正な

処理について法令等の遵守、誤りによる再発防止を図るとともに、事務の効率化

や市民サービスの向上を促します。 

 

４ 監査等の方針 

令和８年度に実施する各監査は、次のとおり行うこととし、具体的な内容は、各

監査等の実施計画において別に定めます。 

(1) 定期監査（法第 199条第１項、第２項及び第４項の規定による監査） 

事務事業の執行全般を対象に、法令等に基づき、適正かつ正確に行われてい

るかを主眼に、経済性、効率性、有効性の観点にも留意し監査を実施します。

なお、監査を実施する対象機関については、監査委員協議のうえ決定します。 

(2) 工事監査（法第 199条第１項及び第４項の規定による監査） 

年度内に施工する工事を対象とし、昭島市工事監査実施要領に基づき、計画、

設計、積算、施工等の各段階において、技術面から当該工事が適正に行われて

いるかという観点を主眼に監査します。工事監査では技術的な観点を必要とす

るため、外部の専門調査機関に技術調査を委託し総合的な判断を加えています。 

(3) 財政援助団体等監査（法第 199条第７項による監査） 

令和７年度に市が財政的援助を与えている団体等から対象団体を選定し、当

該財政的援助等に係る出納その他事務が財政的援助等の目的に沿って適正かつ

効率的に行われているかを主眼に監査します。併せて、所管課の当該団体に対

する指揮監督が適切に行われているかを監査します。 

(4) 一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査（法第 233条第２項の規定による審査） 

市長から審査に付された令和７年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算等の

計数が正確であるか、予算が関係法令等に基づき執行されているかを主眼に審

査します。 

(5) 下水道事業会計決算審査（公企法第 30条第２項の規定による審査） 

市長から審査に付された令和７年度下水道事業会計決算等の計数が正確であ
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るか、また財務諸表は経営成績及び財政状態を正確に表示しているかを主眼に

審査します。 

(6) 水道事業会計決算審査（公企法第 30条第２項の規定による審査）  

市長から審査に付された令和７年度水道事業会計決算等の計数が正確である

か、また財務諸表は経営成績及び財政状態を正確に表示しているかを主眼に審

査します。 

(7) 財政健全化判断比率等審査（健全化法第３条第１項、第 22条第１項の規定によ

る審査） 

市長から審査に付された令和７年度の一般会計等における実質赤字比率、連

結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びに下水道事業会計及び

水道事業会計の資金不足比率について、比率及びその算定となる事項を記載し

た書類が関係法令等に基づき適正に作成されているかを主眼に審査します。 

(8) 例月現金出納検査（法第 235条の２第１項の規定による検査） 

一般会計、各特別会計、下水道事業会計、水道事業会計、各基金及び歳入歳

出外現金に属する毎月の現金の出納について、関係法令等に基づき執行された

計数が正確であるか、現金が適切に管理されているかを主眼に検査します。 

(9) その他の監査（法第 199条第６項・法第 98条第２項・第 242条第 1項の規定に

よる監査など） 

市長の要求、議会の求め、市民の請求等による監査については、それぞれの

目的に基づき実施します。 

 

５ 監査等の実施時期  

監 査 等 の 種 別 実施期間（実地予定） 

定期監査 
第１回８月～11月（10月） 

第２回 11月～令和９年２月（１月） 

工事監査 工事の進捗による 

財政援助団体等監査 ８月～12月（11月） 

水道事業会計決算審査 ５月～８月（６月） 

一般・各特別会計決算審査 

下水道事業会計決算審査 
５月～８月（７月） 

財政健全化判断比率等審査 ７月～８月（８月） 

例月現金出納検査 毎月下旬 

その他の監査 随  時 
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６ 監査委員等の専門性の向上 

監査委員及び補助職員は、その職務が監査基準に基づいて遂行されるよう、

積極的な研修への参加等により、専門能力の向上や知識の蓄積に努めます。 

 

７ 監査委員会議 

監査委員の協議等を必要とする案件があるときは、監査委員会議を実施しま

す。 


